
頁 Ⅰ 1 (1) ① ア (ア) a)

1
落札者決定

基準
10 4 (4) 価格審査

価格評価基準価格は予定価格の 80%となって
おりますが、貸市の入札結果事例を拝見しま
すと予定価格の80%以上で業者決定されてい
る事例が見受けられます。80 %の基準を見直し
ご検討頂くことは可能でしょうか。

原案のとおりとします。

2
落札者決定

基準
10 4 (4) 価格審査

記載の計算式では、本来、ＰＦＩの発注方式に
期待されている性能に関わる提案が高評価を
受けたとしても、価格評価が性能評価での優
位性を打消し、結果として価格偏重となる恐れ
があります。
つきましては、算定式を、ＰＦＩ事業で一般的に
採用されている下記の計算式にご変更頂けな
いでしょうか。
価格評価点＝300点×（最低入札価格/入札
価格）

質問回答No.１をご参照ください。

回答

入札説明書等に係る質問書に対する回答

No 資料名等
該当箇所

項目等 質問

■落札者決定基準

1


